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○
農
林
水
産
省
告
示
第

号

木
材
統
計
調
査
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
令
第
百
二
十
四
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
十
二
月
二

十
八
日
農
林
水
産
省
告
示
第
二
千
七
号
（
木
材
統
計
調
査
規
則
第
六
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
製
材
工
場
等
を
定
め
る
等

の
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和

年

月

日

農
林
水
産
大
臣

金
子

原
二
郎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
調
査
客
体
）

（
調
査
客
体
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

規
則
第
六
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す

２

規
則
第
六
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計
部
長
（
以
下
「
統
計
部
長
」
と
い
う
。

一

農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計
部
長
（
以
下
「
統
計
部
長
」
と
い
う
。

）
は
、
基
礎
調
査
の
調
査
客
体
数
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有

）
は
、
基
礎
調
査
の
調
査
客
体
数
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有

す
る
よ
う
算
出
し
、
都
道
府
県
ご
と
に
調
査
客
体
数
を
割
り
当
て
て
、

す
る
よ
う
算
出
し
、
都
道
府
県
ご
と
に
調
査
客
体
数
を
割
り
当
て
て
、

第
五
号
の
規
定
に
よ
り
抽
出
に
係
る
事
務
の
委
託
を
受
け
た
民
間
事
業

地
方
農
政
局
長
（
北
海
道
に
あ
っ
て
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
、
沖
縄

者
（
以
下
「
民
間
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
通
知
す
る
。

県
に
あ
っ
て
は
沖
縄
総
合
事
務
局
長
。
以
下
同
じ
。
）
に
通
知
す
る
。

二

民
間
事
業
者
は
、
統
計
部
長
か
ら
都
道
府
県
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ

二

地
方
農
政
局
長
は
、
統
計
部
長
か
ら
都
道
府
県
ご
と
に
割
り
当
て
ら

た
数
の
調
査
客
体
に
つ
い
て
、
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有
す
る

れ
た
数
の
調
査
客
体
に
つ
い
て
、
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有
す

よ
う
統
計
部
長
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
規
則
第
八
条
の
工
場
一
覧
表

る
よ
う
統
計
部
長
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
規
則
第
八
条
の
工
場
一
覧

を
使
用
し
て
全
数
階
層
と
標
本
階
層
に
分
類
し
、
全
数
階
層
に
あ
っ
て

表
を
使
用
し
て
全
数
階
層
と
標
本
階
層
に
分
類
し
、
全
数
階
層
に
あ
っ

は
全
て
の
工
場
と
し
、
標
本
階
層
に
あ
っ
て
は
任
意
系
統
抽
出
の
方
法

て
は
全
て
の
工
場
と
し
、
標
本
階
層
に
あ
っ
て
は
任
意
系
統
抽
出
の
方

に
よ
り
抽
出
す
る
。

法
に
よ
り
抽
出
す
る
。

三

統
計
部
長
は
、
月
別
調
査
の
調
査
客
体
数
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な

三

統
計
部
長
は
、
月
別
調
査
の
調
査
客
体
数
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な

精
度
を
有
す
る
よ
う
算
出
し
、
都
道
府
県
（
製
材
に
係
る
事
項
に
あ
っ

精
度
を
有
す
る
よ
う
算
出
し
、
都
道
府
県
（
製
材
に
係
る
事
項
に
あ
っ

て
は
、
全
国
の
素
材
消
費
量
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位

て
は
、
全
国
の
素
材
消
費
量
の
お
お
む
ね
八
割
を
占
め
る
ま
で
の
上
位

都
道
府
県
並
び
に
国
有
林
材
供
給
調
整
対
策
に
お
い
て
重
点
的
に
生
産

都
道
府
県
並
び
に
国
有
林
材
供
給
調
整
対
策
に
お
い
て
重
点
的
に
生
産

及
び
消
費
動
向
の
把
握
を
実
施
す
る
都
道
府
県
に
限
る
。
）
ご
と
に
調

及
び
消
費
動
向
の
把
握
を
実
施
す
る
都
道
府
県
に
限
る
。
）
ご
と
に
調

査
客
体
数
を
割
り
当
て
て
、
民
間
事
業
者
に
通
知
す
る
。

査
客
体
数
を
割
り
当
て
て
、
地
方
農
政
局
長
に
通
知
す
る
。

四

民
間
事
業
者
は
、
統
計
部
長
か
ら
都
道
府
県
ご
と
に
割
り
当
て
ら
れ

四

地
方
農
政
局
長
は
、
統
計
部
長
か
ら
都
道
府
県
ご
と
に
割
り
当
て
ら

た
数
の
調
査
客
体
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有
す
る
よ
う
統
計

れ
た
数
の
調
査
客
体
を
調
査
の
結
果
が
十
分
な
精
度
を
有
す
る
よ
う
統

部
長
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
抽
出
す
る
。

計
部
長
が
定
め
る
基
準
に
従
い
、
抽
出
す
る
。

五

統
計
部
長
は
、
抽
出
に
係
る
事
務
の
一
部
を
民
間
事
業
者
に
委
託
し

（
新
設
）

て
行
う
。
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（
工
場
一
覧
表
の
作
成
）

（
工
場
一
覧
表
の
作
成
）

第
三
条

規
則
第
八
条
第
一
項
の
工
場
一
覧
表
は
、
調
査
年
の
前
年
の
基
礎

第
三
条

規
則
第
八
条
の
工
場
一
覧
表
は
、
調
査
年
の
前
年
の
基
礎
調
査
の

調
査
の
調
査
票
及
び
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

調
査
票
及
び
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
の
報
告
に
関
し
必
要
な
事
項
）

（
調
査
の
報
告
に
関
し
必
要
な
事
項
）

第
四
条

規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
送
付
に
係
る
期
限
は
統
計
部
長
が
定
め

第
四
条

規
則
第
十
三
条
第
一
項
の
送
付
に
係
る
期
限
は
統
計
部
長
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。
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別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号

【調査に関する連絡先】

調査票の内容についてお答えできる方を記入してください。 法人番号を確認いただき、記入してください。

本年１月１日～12月末日の１年間に製造した製品区分の全てに、○印を記入してください。

　(注)該当する製品区分の全てについて回答してください。
   　※集成材及びＣＬＴを製造する工場において、集成材及びＣＬＴ向けのラミナを自工場で製造
　　している場合は、製材品の調査事項についても回答してください。

集　成　材 ⇒ Ⅵの調査事項に回答してください。

Ｃ　Ｌ　Ｔ
（直交集成板）

⇒ Ⅵの調査事項に回答してください。

合　単　板 ⇒ Ⅱ及びⅤの調査事項に回答してください。

Ｌ　Ｖ　Ｌ
（単板積層材）

⇒ Ⅱ及びⅤの調査事項に回答してください。

製　材　品
（ラミナを含む。）

⇒ Ⅱ及びⅢの調査事項に回答してください。

木材チップ
（燃料用を除く。）

⇒ Ⅱ及びⅣの調査事項に回答してください。

・

Ⅰ　製品区分について

製 品 区 分 該当(○印) 調　査　の　該　当　事　項

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・
・

・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

電話番号

担当者名 法人番号 ・ ・

　 調査及び調査票の記入に当たって、御不明な点などがありましたら、下記にお問い合わせください。

調査員氏名
調査員の
電話番号

担当者名

・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・

この調査票は、統計以外の目的には使用しませんので、ありのままを記入してください。

整 理 番 号 調 査 年
都道府県

番　　号

管理
番号

市区町村

番　　号
工 場 番 号 集計区分

兼営
区分

工場
類型

令和　年木材統計調査基礎調査票

令和　年12月31日現在調査

〔
　この調査は、令和　年12月31日現在で操業している工場及び休業中であってもその休

〕業期間が12月31日から遡って３か月未満の工場は対象とします。

　また、記入していただく内容は、全て過去１年間（１月～12月）についてです。

秘

農林水産省

統 計 法 に 基 づ く 基 幹 統 計
木 材 統 計

4 5 6 7 8 9記入例 0 1 2 3

－記入のしかた－
○記入には黒の鉛筆又はシャープペンシルを使用し、間違えた場合は消しゴムできれいに消してください。
○数字で記入する欄は、下記の例のように、枠からはみださないように、右づめで書いてください。

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万全
を期します。

2 0

※

※
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Ⅱ　素材入荷量について

１　素材入荷量 単位：? ２　素材消費量 単位：?

３　材種別素材入荷量 単位：? ４　素材在庫量 単位：?

５　樹種別、生産都道府県別素材入荷量 単位：?

・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

単板輸入材のうち針葉樹(注)　単板用には、合板用及びＬＶＬ用の量の合計を記入してください。
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

単 板 用 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

チ ッ プ 用 ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

製 材 用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・合 計 ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

(注)　素材入荷量には、製品を製造するために工場土場に入った素材（輸入木材含む。）の量を記入してください 　(注)　素材消費量は、再製材したものを除きます。

区　　　分 合　計　（Ａ＋Ｂ） 国産材計 輸入材計 年 初 在 庫 量 年 末 在 庫 量

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

単 板 用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

チップ用 ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

製 材 用 ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
① ②

合　　計 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（本年１月１日～12月末日の１年間について記入してください。）

区　　　分   素材入荷量 転売したもの、賃びき
(賃加工)に出したもの

手持ち材素材入荷量
　　　　　①－② （A） 合 計 手持ち材消費量

賃びき(賃加工)
材消費量 （B）

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

広 葉 樹

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

そ の 他
針 葉 樹

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

え ぞ ま つ
・

と ど ま つ

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

か ら ま つ

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

ひ の き

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・単板製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・

・ ・ ・

木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

す ぎ

製材用 ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・・ ・ ・ ・・単板製造用 ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・木材チップ製造用 ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・

国産材 樹種別計 生 産 都 道 府 県 別

あかまつ
・

くろまつ

製材用 ・ ・ ・ ・
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６　輸入材地域別素材入荷量

Ⅲ　製材品について

１　製材用動力数

kW

２　製材品の用途別出荷量 単位：?

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

３　製材品の自県・他県別出荷量 単位：? ４　製材品の在庫量 単位：?

Ⅳ　木材チップについて

１　木材チップの入手区分別生産量

（注)　木材チップの入手区分別生産量は、自工場分のみを記入し、自社他工場分などは入れないでください。また、絶乾重量（t単位）により記入してください。

２　木材チップの在庫量 単位：t

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

年 初 年 末

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・

広 葉 樹
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

針 葉 樹
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

解体材・廃材
自工場から振り向けたもの 他の工場から購入したもの

合　　計
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

（本年１月１日～12月末日の１年間について記入してください。）

単位：t

区　　分 合 計 素材（原木）
工場残材

林地残材

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

(注)　製材品の用途別出荷量には、各種兼業に振り向けたもののほか、賃びきによる製材品も含めてください。
　 　　集成材及びＣＬＴを生産する工場が、自工場で素材からラミナを生産し自ら消費している場合、ラミナの消費量を出荷量として記入してください。

(注)　製材品の自県・他県別出
　　荷量には、兼業に振り分け
　　たものや賃びきしたものを含
　　めないでください。

合 計 自 県 に 出 荷 他 県 に 出 荷 年 初 在 庫 量 年 末 在 庫 量

・ ・ ・

輸　入　材　計

うち人工乾燥材

合　　　　　計

国　　産　　材

うち人工乾燥材

・ ・ ・

区 分 土木建設用材
木箱仕組板
梱包用材

家具建具用材 その他用材

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

うち人工乾燥材
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

輸　入　材　計
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

うち人工乾燥材
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

国　　産　　材
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

合　　　　　計
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

区 分 合      計 建 築 用 材 計 板 類 ひき割類 ひき角類

・

・ ・ ・ ・ ・ . ・

・ ・

（本年１月１日～12月末日の１年間について記入してください。）

製材用動力数
(注)製材用動力とは、製材機用だけでなく、

製材に関係ある動力は全て含みます。
・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

単板製造用
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

チ ッ プ 用
・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・

うち半製品
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

製 材 用
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

単位：?

区 分 南 洋 材 米 材 北 洋 材 ニュージーランド材 そ の 他 
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Ⅴ　合単板及びＬＶＬについて

１　単板消費量

２　普通合板の生産量

３　普通合板の在庫量 ４　特殊合板の生産量 ５　特殊合板の在庫量
単位：? 単位：?

６　ＬＶＬの生産量 単位：? ７　ＬＶＬの在庫量 単位：?

Ⅵ　集成材及びＣＬＴについて

１　ラミナ消費量

２　集成材の生産量

３　集成材の在庫量 ４　ＣＬＴの生産量 ５　ＣＬＴの在庫量
単位：? 単位：? 単位：?

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・4 5 7 1 そ の 他

・
・

・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

構 造 用
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・

合　　計
・

年　　末

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

年　　初 年　　末 区　　分 生　産　量 年　　初

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

その他
・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

小断面
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

中断面
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

大断面
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・
(注)断面の大きさは、次の基準で記入
　してください。
　・大断面とは、短辺が15cm以上で断
  面積が300c㎡のもの。
　・中断面とは、短辺が7.5cm以上か
　つ長辺が15cm以上のものであって、
　大断面以外のもの。
  ・小断面とは、短辺が7.5cm未満又
  は長辺が15cm未満のもの。

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

構造用計
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

(注)混合は、構成するラミナに国産材
　及び輸入材の両方を使用したものに
　ついて記入してください。

合　　計
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

単位：?

区　　分 合　　　計 国　産　材 輸　入　材 混　　　合

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

ＣＬＴ用
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

集成材用
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
（注）自工場分の
　 みを記入し、自
　 社他工場分な
   どは入れない
   でください。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

合　　計
・ ・ ・ ・ ・

区　　　分 合　　　計
自社生産 他社から購入

国　産　材 輸　入　材 国　産　材 輸　入　材

・ ・ ・ ・

（本年１月１日～12月末日の１年間について記入してください。）

単位：?

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ (注)混合は、構成する単板に国産材

　及び輸入材の両方を使用したもの
　について記入してください。その他

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・

構造用
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

年　　初 年　　末

合　計
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

区　分 合　　計 国　産　材 輸　入　材 混　　合

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

年 末

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

単位：?

年 初 年 末 生　　産　　量 (注)自工場分のみを記
　入し、自社他工場分
　などは入れないでく
　ださい。

年 初

・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・

(注) うち針葉樹には、全針葉樹合板のみを記入し、複合合板は除いてください。

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

うち構造用
・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・

うち針葉樹
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

合　　　計
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

単位：?

区　　　分 合　　　計 ６mm未満 ６～12mm未満 12～24mm未満 24mm以上

・ ・ ・ ・ ・

(注) 自工場分のみを記入し、自社他工場分などは入れないでください。

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・

ＬＶＬ用
・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

・

合 板 用
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・

合　　計
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・

（本年１月１日～12月末日の１年間について記入してください。）

単位：?

区　　　分 合　　　計
自社生産 他社から購入

国　産　材 輸　入　材 国　産　材 輸　入　材

入力方向
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別
記
様
式
第
二
号

・記入には濃い黒い鉛筆又はシャープペンシルを使用してください。

・間違えた場合は消しゴムできれいに消してください。

（この欄は農林水産省で記入します。）

単位：ｍ
3

ｋW

注　

単位：ｍ
3

注：
　

単位：ｍ
3

注

単位：ｍ
3

注

単位：ｍ
3

注

単位：ｍ
3

注：

　

　

注

（備考欄）　主な調査項目の増減理由があれば記入してください。

御協力ありがとうございました。
　　月　　日までに下記宛てに送付してください。

秘

農林水産省 令和　年木材統計調査

4 5 3 1統 計 法 に 基 づ く 基 幹 統 計 製 材 月 別 調 査 票
木 材 統 計 （令和　年　　　月分）

担当者名

　この調査は、農林水産省で実施している木材統計調査の一環として行うものであり、木材生産について
の実態を把握して林業行政の基礎資料を作成することを目的としています。

　この調査票は、統計以外の目的には使用しませんので、ありのままを記入してください。

法人番号（法人番号を確認いただき、記入してください。）

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

記 入 例 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

調 査 年 調 査月

都道府県 管 理 工   場 階 層 等 番 号
全
数

標 本 新

設

再

開

休

業

廃

業

月 初 手 持 ち
０１

・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・
番 号 番 号 番   号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 製 材 用 素 材 在 庫 量 ・ ・ ・

2 0 ・ ・ ・ ・ ・ ・
5 6

・ ・ ・ ・ ・ ・ 月 初 手 持 ち 材
０２

・ ・ ・ ・
・ ・ ・

・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 製 材 品 在 庫 量 ・

1 2 3 4
・ ・

１　製材用動力の出力数を記入してください。 出 力 数 １１
・ ・ ・ ・ ・

．
・

・ ・ ・ ・ ・ ・
：製材用機械だけでなく、製材に関係のある機械の動力も含めてください。

２　製材用素材の入荷量を記入してください。 素 材 入 荷 量 ① ２１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・

１　①の素材入荷量には、製材するために工場土場に入荷した手持ちの素材（長さ180センチメ

  ートル以上のもので、輸入材については半製品を含みます。）で、そのうち賃びきを依頼さ

　れた材や製材以外の用途に使うために入荷した素材を除いた数量を記入してください。

２　②の転売したもの・賃びきに出したものには、前記①の素材入荷量のうち、都合によって

　素材のまま転売したもの及び他の工場に賃びきを依頼した素材の量を記入してください。

　　なお、大径木を割材(製材品にはしない。)にするだけの賃びきは、賃びきとして扱わない

　ので含めないでください。

３　手持ち製材用素材の入荷量には、上記①の素材入荷量から②の転売したもの・賃びきに出

　したものを差し引いて記入してください。

転 売 し た も の ・ 賃
２２

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・

・
・ ・ ・

・
手 持 ち 製 材 用 素 材

２３
・ ・ ・ ・ ・ ・

びきに出したもの②

Ａ
入 荷 量 ① － ② ・ ・ ・ ・ ・ ・

３　製材用素材の消費量を記入してください。 合 計 ３１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

：大径木を他の工場で割材にさせたものを、自工場で更に製材機にかけて製材した場合は、手

持ち材消費量としてください。
手持ち 材消 費量 ３２

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

賃びき 材消 費量 ３３
・ ・ ・ ・ ・ ・

Ｂ
・ ・ ・ ・ ・ ・

４　樹種別に製材用素材の入荷量を記入してください。 合計（Ａ ＋Ｂ ） ４１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

：２の製材用素材入荷量のうち手持ち製材用素材入荷量Ａと、３の製材用素材消費量のうち賃

びき材消費量Ｂとの合計について、国産材(針葉樹・広葉樹別)・輸入材別に記入してください。
国 産 材 計 ４２

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

う ち 針 葉 樹 ４３
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

う ち 広 葉 樹 ４４
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

輸 入 材 計 ４５
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

５　製材用素材の月末在庫量を記入してください。 月 末 在 庫 量 ５１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

：月末現在で工場土場に残っている製材用素材のうち手持ちのものについて記入してください。

賃びきを依頼された素材や製材以外の用途に使うために、一時的に工場土場にある素材は除い

てください。

６　製材品について記入してください。 生 産 量 ６１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

１　生産量については、手持ちの製材用素材から製材した製材品と、賃びきを依頼されて製材

　した製材品の両方を加えて記入してください。
出 荷 量 ６２

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

２　出荷量には、手持ち材による製材品で、その月に販売した数量と自家業務用に消費した数

　量に、賃びき材による製材品の数量を加えて記入してください。
月 末 在 庫 量 ６３

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

３　在庫量には、月末現在で自工場の製材品在庫量を記入してください。ただし、賃びき材に

　よる製材品は除いてください。

７　今後２か月における製材用素材の消費見込量を記入してください。 月 ７１
・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

：賃びき見込量も含めて記入してください。
月 ７２

・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・

入
力
方
向

・
・

・
・

・ ・
・
・

・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・ ・
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法人番号（法人番号を確認いただき、記入してください。）

１　単板製造用素材について記入してください。

（注）素材の販売量は、入荷量から差し引いてください。

２　普通合板について記入してください。

単位：ｍ
３

単位：ｍ
３

　　　 　

　うち針葉樹

（注）各品目は、それぞれ普通合板の内数として記入してください。

４　特殊合板について記入してください。

令和　  年　　月分

単位：ｍ
３

担当者名

秘

農林水産省 令和  　年　木材統計調査

統 計 法 に 基 づく 基 幹 統 計 合 単 板 月 別 調 査 票
木 材 統 計

　この調査は、農林水産省で実施している木材統計調査の一環として行うもので

あり、木材生産についての実態を把握して林業行政の基礎資料を作成することを

目的としています。

　この調査票は、統計以外の目的には使用しませんので、ありのままを記入して

ください。

区　　分 月初在庫量 入荷量 消費量 月末在庫量

工場番号

合　　　計

国　産　材

輸　入　材

区　　　分
月　初

在庫量
入荷量

生　　　産　　　量

出荷量
消費量
（特殊合

板用）

月末在庫量

６mm未満
６～12

mm未満

12～24

mm未満
24mm以上 合計 計

普　通

合板用

特　殊

合板用

合　　　計

うち針葉樹

３　普通合板のうち、次の品目の生産量を記入してください。

うち構造用

コンクリート

型わく用合板
構造用合板

単位：ｍ
３

月初在庫量 生産量 出荷量 月末在庫量

（備考欄）主な調査項目の増減理由について記入してください。
御協力ありがとうございました。

　 月 　日までに下記宛てに送付してください。

（注）製造したものが特殊合板に該当するか判断しかねる場合は、お問

　　　い合わせください。

統計法に基づく国の

統計調査です。調査

票情報の秘密の保護
に万全を期します。

注：１ 入荷量には、購入又は自社他工場から受け入れ
た量を記入してください。

２ 生産量には、自工場分のみ記入し、自社他工場
分等は入れないでください。

３ 出荷量には、出荷先がどこであっても自工場か
ら一旦搬出された普通合板の全てを記入してくだ
さい。

４ 月末在庫量には、自工場内の在庫量のみを記入
してください。

５ 単位未満は四捨五入して記入してください。

６ 普通合板
（１） 消費量（特殊合板用）には、自工場で

の消費量のみを記入し、自社他工場分は
入れないでください。

（２） 針葉樹には、全針葉樹合板のみを記入
し、複合合板は除いてください。
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附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


